
 
　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で
禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求め
ることも禁止されています。
　下記の①から④まで及び⑥の項目によって処罰されると、公民
権停止※の対象となります。

　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。


